
49．パナマ（ＰＡ）

国別 所 蔵 範 囲

国名 整理 名 称 使用言語 発行状況 整理区分

番号 発行年次 番 号 主な欠号

49 １ Boletin Oficial de la スペイン 月 刊 1962～ 1965～ 発行日順
Propieded Industrial 語 1993 1969

パ 工業所有権公報 1971～
ナ 1975
マ 1985

ＰＡ



概 要 備 考

１．特 許 １．特 許
特許番号順抄録 種 類

２．意匠、工業デザイン及びモデル ① 内国特許
3． アルファベット順商品索引 ② 外国再確認特許（外国で特許になつた発明であって

（商品→掲載ページ） パナマにおいては公知でないもの）
登録番号順工場マーク見本 存続期間
登録番号順商業マーク見本 ① －①…特許日から５年、10年、15年、20年。
訂正商標 ② －②…最長15年（基礎外国特許の存続期間を越え
更新一覧リスト ない）
存続期間満了リスト 審 査

方式及び特許性についてのみ審査される。
公告・異議申立（公告日から90日以内）制度あり。
実施義務
存続期間の1/3以内（内国）

２．商 標
種 類

① 商標（工場マーク）
② 商業マーク
③ 外国商標
存続期間
－①、②…登録日から10年。但し、10年毎に更新が

できる。
公告・異議申立（公告日から90日以内）制度あり。
１年継続不使用の場合は、取り消すことができる。

３．意 匠
特別な法はないが、発明特許として登録されうる場合が

ある。


